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福
智
町
か
ら
の
支
援
が
各
被
災
地
へ

九州北部豪雨被災地支援

支援の気持ちを載せて朝倉市へ出発福
智
町
議
会
救
援
物
資
贈
呈

会
場
へ
の
臨
時
無
料
バ
ス
を
初
運
行

平成29年度福智町敬老会e l i e f  s u p p l i e s

　

７
月
の
九
州
北
部
豪
雨
に
よ
り
甚
大
な

被
害
を
受
け
、
今
も
な
お
百
人
以
上
が
避

難
所
で
生
活
す
る
朝
倉
市
。
水
だ
け
で
な

く
味
の
つ
い
た
も
の
が
飲
み
た
い
と
の
被

災
者
の
声
に
応
え
、
福
智
町
議
会
有
志
か

ら
９
月
２
日
に
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
お
茶
千
本

が
贈
ら
れ
ま
し
た
。
有
志
を
代
表
し
、
３

名
の
議
員
が
お
茶
を
ト
ラ
ッ
ク
に
積
み
直

接
朝
倉
市
へ
輸
送
。
現
地
で
は
朝
倉
市
議

会
に
迎
え
ら
れ
、
被
災
地
の
現
状
を
聞
く

と
と
も
に
、
激
励
の
言
葉
を
伝
え
ま
し
た
。

問
議
会
事
務
局 

☎
２
２-

７
７
７
２

i s a s t e r  R e l i e f

r a f f i c  s a f e t y  c a m p a i g n

交通事故「なし」を目指して啓発活動

　

９
月
21
日
か
ら
10
日
間
実
施
さ
れ
る
秋

の
交
通
安
全
県
民
運
動
。
そ
の
初
日
に
町

の
取
り
組
み
と
し
て
、
交
通
量
の
多
い
セ
ブ

ン
イ
レ
ブ
ン
赤
池
店
の
駐
車
場
で
啓
発
活

動
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
田
川
警
察
署
に
よ

る
安
全
管
理
の
中
、
役
場
と
田
川
交
通
安

全
協
会
の
約
20
人
が
駐
車
場
に
訪
れ
た
車
一

台
一
台
に
啓
発
チ
ラ
シ
を
手
渡
し
、
安
全
運

転
を
呼
び
か
け
。
運
転
手
に
は
、「
交
通
事

故
無
し
」に
か
け
た
福
智
町
特
産
の「
赤
池

梨
」を
プ
レ
ゼ
ン
ト
。
秋
の
行
楽
シ
ー
ズ
ン

に
向
け
、
よ
り一層
の
注
意
を
促
し
ま
し
た
。

福
智
町
セ
ー
フ
テ
ィ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

防災服を着用し、被災地に向け出発する３人の議員

流木は県全体で２0万トンを超え、東峰村は７割以上が未回収

e n i o r  c e l e b r a t i o n

　昨年度から10月開催となった「福智町敬
老会」。今年も県立大生による寸劇や保育
園児のお遊戯披露などの催しを多数予定。

【平成29年度福智町敬老会】

日時▶ 10月28日土 9：00受付 9：30開始
場所▶金田体育館（金田1153-1／金田駅裏）

※ 昭和23年４月１日以前に生まれた町内在住のか
　たが対象。個別に案内状などは送っていません。

　九州北部豪雨の被災地支援のため、８月
末まで役場本庁舎や支所など４か所に設置
した義援金箱に寄せられた61万４千３３７
円が東峰村に届けられました。朝倉市には
７月31日から約１週間、７人の職員が交代
で泊まり込み、救援物資やゴミの管理など
避難所の運営業務に従事。添田町にも田川
市郡の７市町村からそれぞれ50万円の支援
金が贈られ、被災地への思いを届けました。
問総務課 消防防災係 ☎ 22-7766

防災服を着用し、被災地に向け出発する３人の議員

流木は県全体で２0万トンを超え、東峰村は７割以上が未回収

1 

福
智
町
政
治
倫
理
条
例（
以
下
「
条

例
」）第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、

資
産
等
報
告
書
の
提
出
を
義
務
付
け
ら

れ
て
い
る
町
長
、
副
町
長
、
教
育
長（
以

下「
町
長
等
」）の
３
名
及
び
町
議
会
議
員

（
以
下「
議
員
」）20
名
の
計
23
名
は
、
１

月
１
日
現
在
の
内
容
を
記
載
し
た
報
告

書
を
町
長
等
は
町
長
に
、
議
員
は
議
長

に
５
月
31
日
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
。

2 

町
長
等
の
配
偶
者
及
び
扶
養
又
は
同

居
の
親
族（
以
下「
配
偶
者
等
」）４
名
及

び
議
員
の
配
偶
者
等
37
名
の
資
産
等
報

告
書
も
期
限
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
。

総
計
64
人（
平
成
29
年
５
月
31
日
現
在
）

1 

報
告
義
務
者（
町
長
等
３
人
・
議
員
20

人
）計
23
人

2 

配
偶
者（
町
長
等
の
配
偶
者
３
人
・
議

員
の
配
偶
者
17
人
）計
20
人

3 

扶
養
ま
た
は
同
居
の
親
族（
町
長
等
の

扶
養
ま
た
は
同
居
の
親
族
１
人
・
議
員
の

扶
養
ま
た
は
同
居
の
親
族
20
人
）計
21
人

　

審
査
会
は
６
月
15
日
付
け
で
条
例
第
８

条
に
基
づ
き
町
長
よ
り
資
産
報
告
書
の
審

査
を
求
め
ら
れ
、
次
の
と
お
り
審
査
し
た
。

（
審
査
会
場
は
す
べ
て
福
智
町
役
場
）

1
６
月
21
日
▼ 「
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
確
認
」

2
６
月
29
日 

3
７
月
12
日 

4
７
月
19

日 

5
７
月
25
日 

6
８
月
2
日 

7
８
月

8
日 

8
８
月
23
日
▼「
資
産
報
告
書
審
査
」

9
８
月
29
日
▼
「
意
見
書
作
成
」

1 

資
産
等
報
告
書
の
各
項
目
に
記
載
さ

れ
た
内
容
と
証
明
書
類
と
が
合
致
し
て

い
る
か
に
つ
い
て
、
証
明
書
の
内
容
と
照

ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
確
認
し
た
。

2 

各
項
目
に
お
け
る
前
年
と
の
違
い
を

明
確
に
す
る
た
め
、
報
告
書
記
載
内
容

の
一
覧
表
を
作
成
し
た
う
え
で
、
昨
年
度

と
の
比
較
審
査
を
行
っ
た
。

3 

報
告
書
の
内
容
で
疑
問
の
あ
る
点
、

不
明
確
な
項
目
等
に
つ
い
て
は
当
該
報

告
義
務
者
に
照
会
し
回
答
を
求
め
た
。

　

記
載
漏
れ
等
に
つ
い
て
は
修
正
を
行
っ

て
も
ら
い
、
審
査
を
行
っ
た
結
果
、
最
終

的
に
虚
偽
の
報
告
お
よ
び
調
査
に
協
力

が
得
ら
れ
な
か
っ
た
事
例
は
無
か
っ
た
。

1 

預
貯
金
に
お
け
る
証
明
書
類
は
、
金

融
機
関
発
行
の
残
高
証
明
書
を
添
付
す

る
よ
う
３
年
前
か
ら
指
摘
し
て
い
た
が
、

今
年
度
は
改
善
傾
向
に
あ
る
が
、
通
帳

の
コ
ピ
ー
を
添
付
し
て
い
る
方
は
少
数
で

あ
る
が
見
受
け
ら
れ
た
。
通
帳
の
コ
ピ
ー

で
は
な
く
費
用
は
か
か
る
が
預
金
の
残

高
証
明
の
提
出
を
お
願
い
す
る
。

2 
給
与
・
報
酬
・
事
業
収
入
の
報
告
は
、

報
告
義
務
者
本
人
の
み
と
条
例
第
４
条
第

２
項
に
定
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
配
偶
者

等
に
つ
い
て
は
報
告
は
不
要
で
あ
る
。
ま

た
、
確
定
申
告
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
給

与
支
払
者
か
ら
の
源
泉
徴
収
票
が
一
部
提

出
さ
れ
て
い
な
い
事
例
が
あ
っ
た
た
め
、
全

て
の
源
泉
徴
収
票
の
提
出
を
お
願
い
す
る
。

3 

資
産
等
報
告
書
の
記
載
事
項
に
つ
い

て
、
福
智
町
政
治
倫
理
条
例
第
５
条
第

１
号
に
掲
げ
る
資
産
の
報
告
価
額
は
、
同

条
例
施
行
規
則
第
４
条
第
１
項
第
１
号

に
よ
り「
50
万
円
未
満
の
資
産
に
つ
い
て

は
、
資
産
等
報
告
書
に
記
入
を
要
し
な

い
。」と
あ
る
た
め
、
報
告
の
簡
素
化
に

努
め
て
も
ら
い
た
い
。

1 

最
終
的
に
虚
偽
の
報
告
及
び
調
査
に
協

力
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
事
例
は
無
か
っ
た
。

2 

提
出
義
務
者
は
、
行
政
や
議
会
の
透

明
性
と
公
平
性
を
確
保
し
、
町
民
の
信

頼
を
高
め
る
た
め
に
も
、
今
年
度
の
指

摘
事
項
に
留
意
し
、
資
産
報
告
書
の
審

査
に
お
い
て
重
要
な
資
料
と
な
る
各
種

証
明
書
類
の
添
付
に
よ
り
、
引
き
続
き

正
確
な
記
載
の
努
力
を
さ
れ
た
い
。

3 

条
例
及
び
規
則
に
従
い
、
資
産
等
報

告
書
の
審
査
を
行
っ
て
い
る
が
、
規
則
に

お
い
て
報
告
書
に
添
付
が
必
要
な
証
明

書
類
を
具
体
的
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

▼
町
長
や
議
員
な
ど
の
資
産
報
告
を
受
け
て
福
智

町
政
治
倫
理
条
例
に
基
づ
く
審
査
が
９
回
行
わ
れ
、

８
月
31
日
に
審
査
会
の
平
野
健
会
長
が
嶋
野
町

長
に
意
見
書
を
提
出
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
、
そ
の

内
容
と
資
産
報
告
の
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

政治倫理審査会が意見書提出
資産報告公表

４　 

審
査
方
法

５　 

審
査
結
果
　

６　 

指
摘
事
項

７　 

む
す
び

２　 

資
産
報
告
書
の
提
出
者

１　
資
産
報
告
書
の
提
出
・
記
載
状
況

３　 

審
査
会
開
催
状
況

臨
時
無
料
バ
ス
運
行
表

問役場 福祉課福祉係 ☎22-7763

福天と一緒に注意を呼びかけ、運転者も笑顔に福天と一緒に注意を呼びかけ、運転者も笑顔に福天と一緒に注意を呼びかけ、運転者も笑顔に福天と一緒に注意を呼びかけ、運転者も笑顔に

上野の里ふれあい交流会館

中央公民館
金田体育館（会場）
ふじ湯の里
方城分館

金田体育館（会場）

金田体育館（会場）
西鉄バス折り返し所

赤
池

方
城

金
田

8：40 12：40
12：30
12：10
12：40
12：30
12：10
12：40
12：10

9：00
9：30
8：40
9：00
9：30
9：00
9：30

行きバス停留場所 帰り
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区分
配当金 利子 賃貸料

50万円
未満

50万円以上
100万円未満

100万円
以上 該当なし ５万円

未満
５万円以上
10万円未満

10万円
以上 該当なし 50万円

未満
50万円以上
100万円未満

100万円
以上 該当なし

本　人 4 0 1 18 5 0 0 18 1 1 2 19
配偶者 2 0 0 18 3 0 0 17 1 0 0 19
親　族 0 0 0 21 0 0 0 21 0 0 0 21
合　計 6 0 1 57 8 0 0 56 2 1 2 59

区分
謝礼金 その他収入 贈与 もてなし

10万円
未満

10万円以上
50万円未満

50万円
以上 該当なし 50万円

未満
50万円以上
100万円未満

100万円
以上 該当なし 有 無 有 無

本　人 0 0 0 23 3 2 7 11 0 23 0 23
配偶者 0 0 0 20 5 4 4 7 0 20 0 20
親　族 0 0 0 21 1 2 0 18 0 21 0 21
合　計 0 0 0 64 9 8 11 36 0 64 0 64

税等の納付状況

区分 人数
所得税 町県民税

10万円
未満

10万円以上
30万円未満

30万円
以上 該当なし 滞納者 10万円

未満
10万円以上
30万円未満

30万円
以上 該当なし 滞納者

本　人 23 9 8 6 0 0 2 11 9 1 0
配偶者 20 6 0 1 13 0 5 0 1 14 0
親　族 21 10 1 0 10 0 6 4 0 11 0
合　計 64 25 9 7 23 0 13 15 10 26 0

区分 人数
固定資産税 国民健康保険税等

10万円
未満

10万円以上
30万円未満

30万円
以上 該当なし 滞納者 10万円

未満
10万円以上
30万円未満

30万円
以上 該当なし 滞納者

本　人 23 11 7 2 3 0 1 1 9 12 0
配偶者 20 6 1 0 13 0 2 0 1 17 0
親　族 21 1 0 0 20 0 1 0 0 20 0
合　計 64 18 8 2 36 0 4 1 10 49 0

区分 人数
軽自動車税 水道料

５,000円
未満

５,000円以上 
１万円未満

１万円
以上 該当なし 滞納者 ５万円

未満
５万円以上
10万円未満

10万円
以上 該当なし 滞納者

本　人 23 6 5 4 8 0 10 6 3 4 0
配偶者 20 0 5 2 13 0 1 1 0 18 0
親　族 21 0 5 0 16 0 1 0 0 20 0
合　計 64 6 15 6 37 0 12 7 3 42 0

区分 人数
公営住宅家賃 住宅新築資金等

20万円
未満

20万円以上
30万円未満

30万円
以上 該当なし 滞納者 50万円

未満
50万円以上
100万円未満

100万円
以上 該当なし 滞納者

本　人 23 0 1 0 22 0 1 0 0 22 0
配偶者 20 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0
親　族 21 0 0 0 21 0 0 0 0 21 0
合　計 64 0 1 0 63 0 1 0 0 63 0

区分 人数
その他使用料

５万円
未満

５万円以上
10万円未満

10万円
以上 該当なし 滞納者

本　人 23 1 0 3 19 0
配偶者 20 1 0 0 19 0
親　族 21 2 0 0 19 0
合　計 64 4 0 3 57 0

資産金額や税の納付状況など、該当者個人別の詳細な資産報告書をご覧になりた
い場合は、福智町にお住まいであれば閲覧することができます。役場 3 階総務課
で申請後、4 階の情報公開室でご覧ください。 問役場総務課庶務係 ☎ 22-0555

「資産等報告書」と「意見書」は閲覧できます

▼「収入・もてなし」のつづき

4 
資
産
等
報
告
書
は
、
町
民
で
あ
れ
ば

福
智
町
役
場
で
閲
覧
が
可
能
で
あ
る
が
、

閲
覧
者
数
は
極
め
て
少
な
い
状
況
で
あ

る
。
当
審
査
会
は
、
よ
り
多
く
の
人
に

報
告
書
を
見
て
い
た
だ
く
た
め
、
町
広
報

紙
等
に
よ
り
資
産
等
報
告
書
の
閲
覧
を

促
が
す
よ
う
年
２
回
掲
載
し
、
意
見
書

及
び
資
産
報
告
書
の
ま
と
め
を
、
町
広

報
紙
へ
の
掲
載
を
求
め
る
。

※
以
上
の
文
章
は
、
福
智
町
政
治
倫
理
審
査

会（
平
野
健
会
長
、
林
勝
馬
副
会
長
、
加
藤

髙
弘
委
員
、
貞
光
節
生
委
員
、
世
良
萌
久
美

委
員
）か
ら
提
出
さ
れ
た
意
見
書
を
、
ほ
ぼ

原
文
ど
お
り
掲
載
し
て
い
ま
す
。

区分 人数
地位および肩書き

現　職 将　来
有 無 有 無

本　人 23 15 8 0 23
配偶者 20 2 18 0 20
親　族 21 0 21 0 21
合　計 64 17 47 0 64

地位・肩書き

区分
給与 報酬 事業所得

500万円
未満

５00万円以上
１,000万円未満

1,000万円
以上 該当なし 500万円

未満
５00万円以上
１,000万円未満

1,000万円
以上 該当なし 500万円

未満
５00万円以上
１,000万円未満

1,000万円
以上 該当なし

本　人 15 6 2 0 5 0 0 18 4 3 0 16
配偶者 報 告 不 要 報 告 不 要 報 告 不 要
親　族 報 告 不 要 報 告 不 要 報 告 不 要
合　計 15 6 2 0 5 0 0 18 4 3 0 16

収入・もてなし
報告義務者本人23人／その配偶者20人／その親族20人／計64 人

区分
土地 建物 不動産に関する権利

500万円
未満

５00万円以上
１,000万円未満

1,000万円
以上 該当なし 500万円

未満
５00万円以上
１,000万円未満

1,000万円
以上 該当なし 500万円

未満
５00万円以上
１,000万円未満

1,000万円
以上 該当なし

本　人 8 4 5 6 11 7 2 3 2 0 0 21
配偶者 2 3 1 14 4 1 0 15 0 0 0 20
親　族 1 0 0 20 1 0 0 20 0 0 0 21
合　計 11 7 6 40 16 8 2 38 2 0 0 62

区分
預貯金 動産 信託

500万円
未満

５00万円以上
１,000万円未満

1,000万円
以上 該当なし 500万円

未満
５00万円以上
１,000万円未満

1,000万円
以上 該当なし 500万円

未満
５00万円以上
１,000万円未満

1,000万円
以上 該当なし

本　人 16 2 5 0 13 1 4 5 0 1 0 22
配偶者 14 4 1 1 8 0 0 12 1 0 0 19
親　族 8 0 1 12 5 0 0 16 0 0 0 21
合　計 38 6 7 13 26 1 4 33 1 1 0 62

区分
有価証券 ゴルフ会員権 貸付金

500万円
未満

５00万円以上
１,000万円未満

1,000万円
以上 該当なし 500万円

未満
５00万円以上
１,000万円未満

1,000万円
以上 該当なし 500万円

未満
５00万円以上
１,000万円未満

1,000万円
以上 該当なし

本　人 7 1 1 14 3 0 0 20 1 0 1 21
配偶者 4 0 0 16 0 0 0 20 0 0 1 19
親　族 0 0 0 21 0 0 0 21 0 0 0 21
合　計 11 1 1 51 3 0 0 61 1 0 2 61

区分
借入金 保証債務 貯蓄性保険

500万円
未満

５00万円以上
１,000万円未満

1,000万円
以上 該当なし 500万円

未満
５00万円以上
１,000万円未満

1,000万円
以上 該当なし 500万円

未満
５00万円以上
１,000万円未満

1,000万円
以上 該当なし

本　人 3 1 1 18 1 0 0 22 4 0 2 17
配偶者 1 0 0 19 0 0 0 20 2 1 0 17
親　族 0 0 0 21 0 0 0 21 0 0 0 21
合　計 4 1 1 58 1 0 0 63 6 1 2 55

資産 報告義務者本人23人／その配偶者20人／その親族21人／計64 人

平野 健 会長世良 萌久美委員 加藤 髙弘委員貞光 節生委員 林 勝馬副会長

▼資産報告書の掲載内容

報告義務者本人23人／
その配偶者20人／その親族21人／計64 人

報告義務者本人23人／その配偶者20人／その親族21人／計64 人


